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平成２５年第３回長与町議会定例会 

 

議事日程（第４号） 
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号） 
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平成２５年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 
１号） 

※文厚 
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１７ ７１ 長与町教育委員会委員の任命の同意を求めることについて  
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                             （開会 ９時３０分） 

議  長 （山口経正議員） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

 会議日程に入るに先立ち、５日の金子 恵議員の一般質問において、本人

より発言の一部を取り消したい旨の申し出がありますので、これを許可しま

す。 

 金子 恵議員。 

  ７番 （金子 恵議員） 

 私の一般質問の中で、企業名が特定されるような部分がありましたので、

そこの取り消しを申し出ました。よろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 お諮りします。 

 ただいまの件につきまして、発言の取り消しの許可をすることに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、発言の取り消しを許可することに決定しました。 

 なお、会議録調整につきましては、議長に一任願います。 

 日程第１、議案第５５号、長与町子ども・子育て会議条例を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 皆さん、おはようございます。きょうは、オリンピックが東京招致と言わ

れまして、非常に明るい雰囲気をいたしておりますけれども、早速ですけど

も、議案第５５号の提案理由を申し上げたいと存じます。 

 議案第５５号、長与町子ども・子育て会議条例につきまして、提案理由の

御説明を申し上げます。 

 この条例は平成２４年８月に公布された子ども・子育て支援法に基づき、

平成２７年４月に施行される子ども・子育て制度に関する長与町における、

子ども・子育て支援事業計画を初め、子ども・子育て支援施策を地域の子供

及び子育て家庭の実情を踏まえて調査審議等を十分行い、実施するため設置

する長与町子ども・子育て会議の設置、組織、運営に関し、必要な事項を定

めるものでございます。 

 それでは、本条例の内容について御説明をいたします。 

 第１条は、本会議の設置について定めております。設置根拠といたしまし

ては、子ども・子育て支援法第７７条第１項の規定に基づき制定するもので

ございます。 

 第２条は、本会議の所掌事務について規定しております。 

 第３条、第４条及び第５条は、本会議の組織について規定しております。
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委員の人数を１５人以内で構成し、委員は子供の保護者、子ども・子育て支

援関係者、学識経験者などから委嘱することとしております。また、委員の

任期を２年としております。 

 第６条及び第７条は、子ども・子育て会議の会議開催方法、会議の成立及

び議事の決し方等について規定をしております。 

 第８条は、本会議における部会設置について規定しております。部会につ

きましては、将来、審議事項が多岐にわたり、専門的になるなど、必要にな

ったときに設置できるように定めるものでございます。 

 第９条は、本会議の運営に関し、必要な事項について町長に委任する旨の

規定でございます。 

 なお、附則において、本条例の施行日は、平成２５年１０月１日としてお

ります。また、特別職の職員で、非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条

例の一部をあわせて改正をいたします。 

 以上が本議案の主な内容でございます。御審議のほどをよろしくお願い申

し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第５５号は、文教厚生常任委員会に付託

します。 

 お諮りします。 

 ただいま文教厚生常任委員会に付託しました議案第５５号は、会議規則第

４６条第１項の規定によって、９月２０日までに審査を終了するよう期限を

つけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５５号は、９月２０日までに審査を終了するよう期限をつ

けることに決定しました。 

 日程第２、議案第５６号、長与町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、議案第５６号、長与町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

につきまして、提案理由の御説明を申し上げたいと存じます。 
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 定住自立圏構想につきましては、今後、少子高齢化社会の到来による人口

減少傾向の中で、地方圏から三大都市圏への人口の流出を食いとめるととも

に、地方圏への人の流れを創出するため、中心市と周辺市町村が協定により

役割分担を行い、地方都市と周辺地域を含む圏域ごとに生活に必要な機能を

確保し、圏域全体の活性化を図ることを目的として、国が平成２０年１２月、

定住自立圏構想推進要綱を制定したところでございます。 

 これを受け、平成２１年から長崎市・長与町・時津町連携協議会において、

各所管事務の連携可能性等を含め、定住自立圏構想について協議を重ね、平

成２３年１２月には長崎市が中心市宣言を行ったところでございます。 

 この定住自立圏構想推進要綱では、定住自立圏形成協定の締結等を行うに

は、地方自治法第９６条第２項に基づく議会の議決を経ることとなっており、

このたび定住自立圏形成協定の締結等について、議会の議決事項とすること

をお願いするものでございます。 

 以上で説明終わります。御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １８番、河野龍二議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 今回の条例の提案は、定住自立圏協定の締結に向けて、締結をする場合に

この条例が必要だということで提案されてますけども、一つはこの定住自立

圏構想の協定の締結の中身が、まだ、当然この締結の中身をはっきり決めて、

そういう中で締結するというふうな形に進むんでしょうけども、これまで全

員協議会の中で、いろいろこの締結の中身を説明をされましたが、一つはや

はり非常に不安材料がないものなのかというようなところがちょっと懸念さ

れるところです。というのも、これまで出された資料を見てみますと、これ

までどおりお互いの、１市２町でやれてる条件もありますし、わざわざそれ

を定住自立圏構想の中での締結内容ってする必要性もないし、また、場合に

よっては、この定住自立圏の中で新たな負担が出てくるのではないかという

懸念もされてる状況です。そういう意味では、中身が依然として不透明の中

で、こうした条例提案をするのが非常に不安がないものなのか、いわゆる本

町としてのデメリット部分に対してどう考えてらっしゃるのかという。その

辺についてお伺いしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画課長。 

企画課長 （松浦篤美君） 

 今回の条例の提案っていいますのは、一応、締結に向けての法的手続を定

めた条例をお願いしてる形になります。その中で不安材料、デメリットの部

分っていうのは、この目的というのが、要するに、先ほど町長が申しました

ように、圏域内で地域を活性化していこうっていうのが主な目的でございま

す。この定住自立圏を締結することで、国からの財政的な補助もございます。
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そういう意味で、さまざまな形で圏域での活性化が達成しやすくなるってい

うことも、ある意味あるかと思います。 

 デメリットの部分については、その１対１の協定になりますので、その協

定の中の協議について、話し合いをして決めていくことになりますので、全

てがデメリットじゃなくて、全てがまたメリットでもないっという部分が確

かにあるかとは存じます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 締結する中身は、これから１２月の議会で、このスケジュールですと出て

くるというところで、そこで、一つ例を挙げますと、ある事務事業を締結を

したと、この１２月の段階でですね。しかし、進めていく上で、非常に本町

についてはデメリットの部分が出てきたという場合に、これは締結の中身は

議会の議決の中で、その議会がこれを締結すべきじゃないとなれば外せると

いうふうになってますけども、場合によっちゃ、締結したほうに非常にデメ

リットの部分が出てきたという場合に、そこから足を抜くっていうことがで

きるものなのかどうなのか、その辺が、非常にこの将来的にわたって、最初

はいい構想だなと思ったのが、非常に進めていく上ではデメリットになって

くるよと。そういう場合に、じゃあ、本町だけこれはやめますというふうな

ことが、果たしてその段階で言える状況があるものなのかどうなのかってい

うのが、その辺も非常にわかりづらいところがあるんで、その辺は協議の中

で出てれば少し説明していただきたいというふうに思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画課長。 

企画課長 （松浦篤美君） 

 この協定の締結後、もし締結する段階ではお互いメリットがあるっていう

形で協定をしていく形もあるかと思いますけども、もし協定を結んだ後、ど

うしても不都合が出てきたという場合は、この協定書が、要するに１対１の

協定になります。中心市が長崎市で、周辺が長与町と時津町っていう形にな

りまして、締結のほうは長崎市と長与町との１対１で協定を締結する形にな

ります。そういう意味において、もしどうしても将来的に、もし不都合が出

てきた場合は、こちらのほうの長与町でその変更、あるいはその部分の廃止

っていうのは可能になってる形になります。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第５６号は、総務常任委員会に付託しま

す。 

 お諮りします。 

 ただいま総務常任委員会に付託しました議案第５６号は、会議規則第４６



 

－ 237 － 

条第１項の規定によって、９月２０日までに審査を終了するよう期限をつけ

ることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５６号は、９月２０日までに審査を終了するよう期限をつ

けることに決定しました。 

 日程第３、議案第５７号、平成２５年度長与町一般会計補正予算（第２

号）についてを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、議案第５７号、平成２５年度長与町一般会計補正予算（第２

号）につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページをお願いをいたします。今回の補正は、歳入歳出それぞ

れ２億２,４８１万３,０００円を追加いたしまして、補正後の総額を１１４

億６,３３１万９,０００円とするものでございます。 

 補正の主な内容につきまして、２ページからの第１表、歳入歳出予算補正

により御説明をいたします。 

 歳入の１３款国庫支出金では、過年度精算分に係る児童手当負担金の増額

計上及び土木費国庫補助金で、安全で快適な地域社会の創造補助金、道路橋

長寿命化による安全性の確保補助金などを補助内示額に合わせて減額計上い

たしました。 

 １４款県支出金では、県のモデル事業でテレビを通じて、高齢者の安否の

確認を行う地域支え合い（Ｉ）ＣＴモデル事業補助金、安心子ども基金事業

費補助金、地域密着型特別養護老人ホームの施設整備に係る地域介護・福祉

空間整備等交付金とその開設準備に係る補助金などを計上いたしました。 

 １５款財産収入は、南交流センター下段の町有地売却に伴う普通財産売り

払い収入を計上いたしております。 

 １７款繰入金では、１項で前年度分精算に係る駐車場事業及び後期高齢者

医療特別会計からの繰入金、２項で減債基金繰入金の減額などを計上いたし

ました。 

 １８款繰越金は、今回の補正予算の財源調整として計上いたしました。 

 １９款諸収入では、後期高齢者医療制度特別対策補助金、長崎県町村会物

産展事業助成金及び郷土芸能大会実施に伴う長崎県市町村振興協会地域活性

化支援事業助成金を計上いたしました。 

 ２０款町債では、発行可能額の決定により臨時財政対策費の増額を計上い

たしました。 

 続いて、３ページの歳出をお願いをいたします。 

 ２款総務費では、全国町村会が主催して行う物産展事業に係る経費、歳入



 

－ 238 － 

でも説明いたしました県のモデル事業で実施するテレビを通じて安否確認等

を行う地域支え合い（Ｉ）ＣＴモデル事業補助金に係る経費、情報インフラ

整備に係る経費、固定資産の評価がえに伴う航空写真撮影業務委託料などを

計上いたしました。 

 ３款民生費では、認可外保育施設運営支援事業補助金、保育士等処遇改善

臨時特別事業補助金、地域密着型特別養護老人ホーム施設整備に係る地域介

護・福祉空間整備等補助金と開設準備に係る補助金などの新規計上のほか、

老人福祉センター丸田荘に係る管理委託料、老人福祉施設措置費の減額など

を計上いたしました。 

 ４款衛生費では、保健師賃金及び健康管理システム整備業務委託料を計上

いたしました。 

 ６款農林水産業費では、農地情報管理システム保守委託料、上山田ため池

漏水防止工事費などを計上いたしました。 

 ８款土木費では、道路・橋梁・河川・公園の維持、改良等に係る経費をそ

れぞれ計上いたしました。 

 １０款教育費では、郷土芸能大会に係る経費、長崎市を主会場として開催

される県民体育大会などへ出場される選手の参加補助金などを計上いたしま

した。 

 ４ページの第２表、地方債補正では、変更分として臨時財政対策費の限度

額の増額をお願いいたしております。 

 以上が補正予算（第２号）の主な内容でございます。 

 議案の後に、平成２５年度長与町一般会計補正予算（第２号）に関する説

明書を添付しておりますので、御参照いただき、御審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

（「対策債、費じゃなしに」「対策債です」の声あり） 

町  長 （吉田愼一君） 

 済みません。少し文言の間違いがありましたので訂正をさせていただきま

す。 

 ４ページの第２表、地方債補正では、変更分として臨時財政対策債の限度

額の増額をお願いいたしておりますいうことでございます。訂正をいたしま

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １０番、西岡克之議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 歳入の１４款２項総務管理費補助金、地域支え合い（Ｉ）ＣＴモデル事業

補助金これは今後何年間ぐらい続くのか、単年度並なのかということ。 

 それと、１１ページの１０、１１。２０款１項臨時財政対策債、中身がわ

かれば、もし教えていただければ。 

 続いて、１４、１５ページの企画費の節の１報酬、地域支え合い（Ｉ）Ｃ
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Ｔ事業普及員報酬、これ何人なのか。それと、情報インフラ整備アドバイザ

ー報償費、これ何人で、関連性はあるのかということと、そこの役務費、工

事請負費の中身をもう少し教えていただきたい。 

 それから、１６、１７ページ、２款２項評価がえに伴う航空写真撮影業務

委託料、これの中身どういう方法でやるのか、調査の内容ですね。それを教

えていただきたいと思います。 

 それと、１８、１９、４款１項保健衛生総務費の委託料、健康管理システ

ム整備業務委託料、これ委託先が、もしわかれば教えていただきたい。 

 以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画課長。 

企画課長 （松浦篤美君） 

 それでは、まず１点目の地域支え合い（Ｉ）ＣＴモデル事業の件につきま

してお答えしたいと思います。まず１点目の補助は何年かということでござ

います。まず、モデル事業が３年になっておりますので、補助も３年分もら

える形になるかと思います。 

 それと、企画費の報償費でございます。この報償費につきましては、一応

１人を予定してるところでございます。それと、情報インフラのアドバイザ

ーの分でございますけども、これも一応１人を考えております。まず、

（Ｉ）ＣＴのほうなんですけども、モデル事業で一応１００世帯っていう上

限がございます。その場合の支援の報酬ということで１人を考えております。 

 それと情報インフラのアドバイザーのほうは、これにつきましては今回情

報化計画の中でＦＭ電波を使った災害を主体とした放送が何かできないかと

いうことで、現在、調査研究を行ってるところでございます。それにつきま

して、その電波関係の専門家の方、ＦＭを使った放送されてる専門家の方に

アドバイスをお願いしたいと。これが、要するに長与でそれができるのかど

うか、そういうところの調査研究をさせていただきたいということで、この

アドバイザーをお願いしたいということでございます。 

 それと、役務費の内容でございます。まず、これは（Ｉ）ＣＴモデル事業

の実施に伴う費用でございまして、先ほど申しましたモデル世帯が最大１０

０世帯分ということでございます。その分の費用ということで、電話料これ

につきましては、先ほど申しました普及員の携帯の電話料の定額分の４カ月

分でございます。それと、インターネット接続料６８万８,０００円ってい

うのは、モデル事業１００世帯分のインターネットの接続料でございます。

これ１００世帯の毎月のネット使用料で、接続から３カ月、３月までの分を

一応計上してるところでございます。俗に言う、プロバイダー料ということ

の、この前提としては、このモデルの１００世帯が全てインターネットを使

いますので、使ってない場合が、１００世帯がつながってないという前提で、

最大１００世帯分ということで計算しております。それと、初期契約手数料

３４万７,０００円につきましては、これのモデル世帯分のインターネット

の当初の接続時の契約手数料という形になっております。これも同じように、
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つながってない場合、最大１００世帯分をセットしないといけませんので、

最大１００世帯ということで計算しております。 

 それと１５節の工事請負費でございます。これは、インターネット接続の

工事費４５万８,０００円でございます。これは（Ｉ）ＣＴモデル事業のイ

ンターネットの接続工事費１００世帯、ただ、これも１００世帯丸々つない

だことがないっていう世帯を想定して、最大１００世帯分を計上させていた

だいております。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 財務課長。 

財務課長 （宮崎 望君） 

 ２番目の御質問の臨時財政対策債の中身について、もう少し詳しくってい

うことでございますけども、臨時財政対策債っていうのは普通交付税の代替

措置と言いますか、全額普通交付税が発行できないっていうことで、そのか

わりに臨時財政対策債が発行されるわけですけども、本年度におきましては

普通交付税を算定する上で、基準財政需要額、基準財政収入額、その差が約

２６億幾らあるんですけども、そのうち交付税が約１９億５,３００万程度、

その残りを臨時財政対策債を発行して、それぞれの自治体の一般財源に充て

てくださいっていう起債でございます。それで、本年度、当初予算で５億円

計上いたしておりました。最終的に、６億４,６０７万１,０００円になりま

したので、その差額の１億４,６０７万１,０００円を今回の補正でお願いし

てるっていうことでございます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 税務課長。 

税務課長 （田平俊則君） 

 １６、１７ページの２款２項２目航空写真の撮影業務の内容でございます

けども、これは当然飛行機で全町を上空から写しまして、その写真を固定資

産評価システムのほうへ取り込みまして、字図と重ねて土地の形状、家屋の

状態などの確認と、また、納税者が閲覧、縦覧に来られたときの説明資料と

して使うということにしております。また、ほかの土地整備課、管理課、管

財課におきましても、道路台帳、公有財産等で使用できると考えております。

以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 健康保険課長。 

健康保険 （小佐々司君） 

課  長  １８、１９ページの４款１項の１３委託料健康管理システム整備業務委託

料の委託先につきましては、当初予算でがん検診をお願いしておりましたの

で、それと関連性がありますもんですから、今、がん検診はＮＢＣ・ＩＳさ

んと協議を継続させていただいてますので、そちらのほうになるのかなとい

う感触を持っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 
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 １０番 （西岡克之議員） 

 わかりました。 

 じゃあですね、先ほど１５ページのところで……。失礼、その前の３年分

の補助金ですが、この事業を始められて３年後の見通しが、３年間で終われ

ばいいんですけど、３年後また継続するっていうた場合には、県補助金がな

くなった場合は自前で持ち出すのかなっていうふうに考えたりします。その

辺を教えていただきたい部分と、それこそ１００世帯、いわゆる見守りをさ

れると思うんですね。見守りの１００世帯をされると思うんですが、その１

００に対する抽出根拠っていいますか、そこをちょっと教えていただきたい

っていうふうに思います。 

 それで、１００世帯で１人で７２万っていうことは、ちょっと妥当なのか

なっていう考えたりします。よく調べてないんで私もうまく言えませんが、

その辺の報償費の妥当性についても教えていただければというふうに思いま

す。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画課長。 

企画課長 （松浦篤美君） 

 まず１点目のモデル事業の３年後、どうするのかということでございます。

まず、モデル事業に今回乗ったわけなんですけども、実際３年間モデルをい

たしまして、これが長与町の中で有効に使えるっていうシステムであったら、

これを３年後継続していく形になるかと思います。その場合、費用負担のほ

うがどうなるかということでございますけども、これにつきましてはこのイ

ンターネットにどうしてもつながないといけないということで通信料等が当

然発生してまいります。そのときの費用負担っていうのは、モデルをしなが

ら、どういう形でするか検討させていただければというふうに考えておりま

す。 

 それと、見守りの１００世帯の構成でございます。一応、このモデル事業

では、テレビでいろんなメニューができる形になります。全てが、もちろん

高齢者ももちろん使えるんですけども、一般の人も使えるような形にしてい

きたいというふうには考えております。その意味で、一応、まだ１００世帯

確定はしてないんですけども、高齢者の方の単身世帯、あるいは普通の勤労

世帯、それとか子供がいる世帯も合わせたところで１００世帯っていうのを

抽出したいというふうに考えております。 

 それと、報酬の７２万円でございます。この７２万円につきましては、こ

のモデル事業が現在、新上五島町で使用されております。そこでおられます

普及員の方につきましても、同額で一応考えております。今回、このモデル

事業をすることで、今現在、新上五島町のメニューっていう形しかないんで

すけども、これを長与町版にどうやって変えていくか、それをいろんな１０

０世帯のモデルの方にお聞きしながら、ずっと１００世帯を回る形になりま

す。長与町に合った形のメニューをつくるためにどういう形がいいのかとい

うのをその普及員さんでいろいろ検討していただく形になりますので、妥当
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だとこちらのほうでは考えております。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画振興部長。 

企画振興部 （山田譲二君） 

部  長  私のほうから、少し補足をいたします。先ほどの報酬の７２万円でござい

ますけれども、予算を認めていただいた後には、普及員というのを設定して

ということを考えております。１２月から今年度内の３月まで４カ月間、そ

の一月の使用１８万ということで設定して、７２万円をお願いしてるとこで

ございます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 わかりました。別に議案に対して反対の、賛成のっていう立場じゃござい

ません。中立の立場でこれ申し上げておりますので、誤解のないように。一

月１８万というのが妥当なのかなと、新上五島町と長与町というのはロケー

ションが違いますので、移動の距離等も違います。もう少し、その辺は精査

をしていただければというふうに思います。 

 それと、昨年、文教厚生委員会で、岐阜県の白川町に同じような補助金を

利用したところに行きました。そこも同じようなシステムでやってました。

３年後に補助金が切れてなくなったということだったんです。そのときのこ

ともあって、そこは長与町と違って、標高が千何百メーターから２００メー

ターぐらい、非常に勾配な土地でございましたので、これは必要だというふ

うにそこの町長さんも言っておりましたが、長与町は非常に２８平方キロし

かないので、コンパクトなところなので、果たして必要なのかなっていう感

がいたします。使い方によって、こういうＩＣＴっていうのはいろんな先が

開けますので、一概にどうのこうのとは言えないと思いますが、やられる場

合にはもう少しよく精査をされて、やられるほうがいいんじゃないかなって

いうふうに思います。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑をしてください。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 その１８万ですね、県の１８万っていうのをそのまま長与町に当てはめて

持ってくるのはどうなのかなと。もう少し、よく精査をしていただきたいと

いうふうに思います。いかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画課長。 

企画課長 （松浦篤美君） 

 この１８万っていう、業務の内容としては、当然機器の設置も入っており

ます。また、機器の操作も入っておりますし、世帯の方の相談も入っていま

す。その中で、先ほど言いましたように、長与町版のメニューをどうつくっ

ていくか、これから始まりますので、その分の負担っていうのがあると思い
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ますので、この１８万っていうのは妥当だというふうに考えております。以

上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 ほかに質疑ありませんか。 

 ９番、森 謙二議員。 

  ９番 （森 謙二議員） 

 歳出の２款２項のところでお尋ねします。評価がえに伴う航空写真撮影業

務委託料なんですけれども、ヤフーとかグーグルとかの地図検索を利用しな

いで、この航空写真撮影に頼るという妥当性を説明してください。 

議  長 （山口経正議員） 

 税務課長。 

税務課長 （田平俊則君） 

 確かに、インターネット、ヤフーとかグーグルとか写真がありますけども、

やはり評価がえっていうのは的確な、適正な評価をしなくてはいけませんの

で、精度自体がやはり違いますので、この業務委託をいたしております。 

議  長 （山口経正議員） 

 いいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 １９番、吉岡清彦議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 ２３ページの郷土芸能、この前、長与小グラウンドということを聞いて、

仮設スタンドということを聞いたわけですけども、そのスタンドで何人の収

容人員のスタンドになるのか。ちょっと、そこのところをお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 生涯学習課長。 

生涯学習 （和泉嘉彦君） 

課  長  何名という形ではちょっとなかなか……。ですけども、一応、前回２１年

度、町民体育館前で開催いたしましたと同規模ということで考えております。

約５６０名程度は最低でも座れるという形で予定をいたしております。 

議  長 （山口経正議員） 

 ほかに質疑ありませんか。 

 １８番、河野龍二議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 私は、１８、１９ページの２目介護保険費のところで少し伺いたいと思い

ます。養護老人ホームの建設に伴う補助及び交付金ということで、県からの

補助交付金がそのまま出されるということですが、この養護老人ホームの規

模等々がどれくらいの物なのか、あと、この補助及び交付金の割合ですね、

建設費に対するどれぐらいの補助及び交付金なのか、お伺いしたいと思いま

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 
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介護保険 （藤井尚武君） 

課  長  お答えします。この規模でございますけれども、地域密着型ということで

２９床以下を予定をいたしております。 

 建築費に占める割合と申しますと、これが基準額というのが決まっており

まして１床当たり４００万円で、２９床いっぱい分とりまして１億１,６０

０万円、開設資金につきましてはこちらが１人当たり５６万８,０００円と

いうことで、２９人分、１,６４７万２,０００円を計上をいたしております。

以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 これ、今後建設に進んでいくと思いますが、これが建設完成年度って言い

ますかね、完成した後、開所できる時期っていうのがいつごろなるものなの

か。再度、伺いしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （藤井尚武君） 

課  長  この開所の年度につきましては、介護保険事業計画に載っておりまして、

平成２６年度中ということで、予定をいたしております。 

議  長 （山口経正議員） 

 ほかに質疑ありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第５７号は、総務常任委員会に付託しま

す。 

 お諮りします。 

 ただいま総務常任委員会に付託しました議案第５７号は、会議規則第４６

条第１項の規定によって、９月２０日までに審査を終了するよう期限をつけ

ることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５７号は、９月２０日までに審査を終了するよう期限をつ

けることに決定しました。 

 日程第４、議案第５８号、平成２５年度長与町駐車場事業特別会計補正予

算（第１号）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、議案第５８号、平成２５年度長与町駐車場事業特別会計補正予



 

－ 245 － 

算（第１号）につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、歳入歳出それぞれ１

２１万を追加しまして、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ８０５万４,

０００円とするものでございます。 

 それでは、歳入につきまして説明をいたします。 

 予算書２ページをお開きください。２款繰越金、１項繰越金は、平成２４

年度の駐車場事業特別会計決算における剰余金１２１万円を計上いたしてお

ります。 

 次に、歳出につきまして説明をいたします。 

 ３ページをお開きください。１款総務費、１項総務管理費２６万２,００

０円は、１３節の委託料で防犯業務委託料と１４節の使用料及び賃借料で防

犯カメラ賃借料を計上いたしております。 

 １款総務費、２項繰出金でございますが、一般会計繰出金９４万８,００

０円を計上いたしております。 

 なお、補正予算の内容につきましては、補正予算（第１号）に関する説明

書を添付いたしておりますので、御参照ください。 

 以上で説明終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

             （「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第５８号は、総務常任委員会に付託しま

す。 

 お諮りします。 

 ただいま総務常任委員会に付託しました議案第５８号は、会議規則第４６

条第１項の規定によって、９月２０日までに審査を終了するよう期限をつけ

ることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５８号は、９月２０日までに審査を終了するよう期限をつ

けることに決定しました。 

 日程第５、議案第５９号、平成２５年度長与町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 
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 議案第５９号、平成２５年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、歳入歳出それぞれ１

億２,０８７万２,０００円を追加しまして、補正後の予算の総額を歳入歳出

それぞれ４６億８,７２２万５,０００円とするものでございます。 

 それでは、歳入につきまして説明をいたします。 

 予算書の２ページをお開きください。１０款１項繰越金は、２４年度の繰

越額が確定いたしましたので、今回計上させていただいております。既定予

算３,０００万１,０００円に１億２,０８７万２,０００円を追加補正し、繰

越金総額を１億５,０８７万３,０００円としております。 

 次に歳出につきまして説明をいたします。 

 ３ページをお開きください。１款総務費、１項総務管理費は、電算システ

ム変更に伴う委託料でございます。 

 １１款諸支出金、１項償還金及び還付加算金は、実績により平成２４年度

における療養給付費負担金、特定健康診査に対する国及び県の交付分負担金

等と療養給付費交付金が決定し、返還金が生じましたので計上をしておりま

す。 

 以上が今回の補正の主な内容でございます。 

 なお、説明資料といたしまして平成２５年度長与町国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）に関する説明書を添付しておりますので、御参照を願い

ます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第５９号は、文教厚生常任委員会に付託

します。 

 お諮りします。 

 ただいま文教厚生常任委員会に付託しました議案第５９号は、会議規則第

４６条第１項の規定によって、９月２０日までに審査を終了するよう期限を

つけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５９号は、９月２０日までに審査を終了するよう期限をつ

けることに決定しました。 

 日程第６、議案第６０号、平成２５年度長与町後期高齢者医療特別会計補
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正予算（第１号）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 では、議案第６０号、平成２５年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）につきまして、提案理由の説明をいたします。 

 予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、歳入歳出予算の総額

にそれぞれ１４０万９,０００円を追加し、補正後の予算の総額をそれぞれ

３億９,０６７万７,０００円とするものでございます。 

 それでは、歳入につきまして御説明をいたします。 

 予算書の２ページをお開きください。４款１項繰越金に１４０万９,００

０円増額計上いたしております。平成２４年度後期高齢者医療特別会計の精

算による繰越金でございます。 

 次に、歳出について御説明をいたします。 

 ３ページをお開きください。２款１項後期高齢者医療広域連合納付金に１

３７万円を、３款２項繰出金に３万９,０００円をそれぞれ増額計上いたし

ております。平成２４年度後期高齢者医療広域連合事務費及び後期高齢者医

療保険料の確定に伴う納付金及び一般会計への返還金でございます。 

 以上が今回の補正の主な内容でございます。 

 なお、説明資料といたしまして平成２５度長与町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）に関する説明書を添付しておりますので、御参照賜りた

いと思います。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

             （「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第６０号は、文教厚生常任委員会に付託

します。 

 お諮りします。 

 ただいま文教厚生常任委員会に付託しました議案第６０号は、会議規則第

４６条第１項の規定によって、９月２０日までに審査を終了するよう期限を

つけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６０号は、９月２０日までに審査を終了するよう期限をつ

けることに決定しました。 
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 日程第７、議案第６１号、平成２５年度長与町介護保険特別会計補正予算

（第１号）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、議案第６１号、平成２５年度長与町介護保険特別会計補正予算

（第１号）につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページをお開きください。今回の保険事業勘定についての補正

は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ５,１７０万９,０００円を追加し、補正

後の予算の総額をそれぞれ２５億９,１１２万５,０００円とするものでござ

います。 

 介護サービス事業勘定では、歳入歳出予算の総額にそれぞれに５１８万円

を追加し、補正後の予算の総額をそれぞれ２,４１１万７,０００円とするも

のでございます。 

 それでは、介護保険事業勘定の歳入から説明をいたします。 

 予算書の２ページをお開きください。３款国庫支出金６４万１,０００円、

４款支払い基金交付金２３１万４,０００円は、平成２４年度介護保険給付

費等の確定に伴う追加交付分を計上いたしております。 

 ８款繰越金４,８７５万４,０００円は、平成２４年度の介護保険特別会計

保険事業勘定の精算に伴う繰越金でございます。 

 ３ページをお開きください。歳出でございます。 

 ６款１項償還金及び還付加算金は、７９６万６,０００円を増額計上いた

しております。平成２４年度介護保険給付費等の確定に伴う県負担金等の返

還金を計上いたしております。 

 ７款予備費に、４,３７４万３,０００円を計上いたしております。 

 ４ページをお開きください。介護サービス事業勘定の歳入について説明い

たします。 

 ２款繰越金５１８万円は、平成２４年度介護保険特別会計の精算に伴う繰

越金でございます。 

 続いて、５ページをお開きください。歳出でございます。 

 ２款予備費に５１８万円を計上いたしております。 

 以上が今回の補正の主な内容でございます。 

 なお、説明資料といたしまして平成２５度長与町介護保険特別会計補正予

算（第１号）に関する説明書を添付いたしておりますので、御参照賜りたい

と存じます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 
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 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第６１号は、文教厚生常任委員会に付託

します。 

 お諮りします。 

 ただいま文教厚生常任委員会に付託しました議案第６１号は、会議規則第

４６条第１項の規定によって、９月２０日までに審査を終了するよう期限を

つけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６１号は、９月２０日までに審査を終了するよう期限をつ

けることに決定しました。 

 場内の時計で１０時３５分まで休憩します。 

（休憩１０時２７分～１０時３５分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 日程第８、議案第６２号、平成２４年度長与町一般会計歳入歳出決算の認

定について、日程第９、議案第６３号、平成２４年度長与町駐車場事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、日程第１０、議案第６４号、平成２４年

度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１１、

議案第６５号、平成２４年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について、日程第１２、議案第６６号、平成２４年度長与町介護保険特

別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１３、議案第６７号、平成２４

年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを一括議題とします。 

 ただいま一括議題としています議案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 ただいま一括上程をしていただきました議案第６２号から議案第５７号ま

での６議案につきましては、私にかわりまして会計管理者に説明をさせます

のでよろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 会計管理者。 

会計管理者 （松添高明君） 

 皆さん、おはようございます。 

 それでは、ただいま一括上程していただきました議案第６２号から第６７

号までの６議案につきまして、町長にかわりまして提案理由の御説明を申し

上げます。 

 各議案とも、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の決算

審査意見書を付しまして議会の認定に付するものでございます。 
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 それでは、議案第６２号、平成２４年度長与町一般会計歳入歳出決算の認

定についてでございます。 

 決算書の１、２ページをお開き願います。歳入でございますが、１款町税

は、調定額４７億２,７４８万６,００７円に対し、収入済み額４４億２,７

１３万４,６１４円となり、不納欠損額２,１０９万２,４５３円で、収入未

済額は２億７,９２５万８,９４０円でございます。なお、町税の収入済み額

は前年度比１,２１２万２４５円、０.３％の減となっております。 

 １項町民税は、調定額２５億２８万７,９９８円に対し、収入済み額２３

億８,１３２万４,２５１円となり、不納欠損額４８２万１,７０１円で、収

入未済額は１億１,４１４万２,０４６円でございます。 

 ２項固定資産税は、調定額１６億２,５６５万２,００７円に対し、収入済

み額１４億８,０３３万１,３０１円となり、不納欠損額１,３１２万１,０４

３円で、収入未済額は１億３,２１９万９,６６３円でございます。 

 ３項軽自動者税は、調定額８,４３１万２,９９８円に対し、収入済み額７,

８４６万２,４５７円となり、不納欠損額２６万５,６７０円で、収入未済額

は５５８万４,８７１円でございます。 

 ４項町たばこ税、６項入湯税は、調定額どおりの収入済み額となっており

ます。 

 ７項都市計画税は、調定額３億１,７９７万１,２９６円に対し、収入済み

額２億８,７７５万４,８９７円となり、不納欠損額２８８万４,０３９円で、

収入未済額は２,７３３万２,３６０円でございます。 

 ２款地方譲与税から次ページの１０款交通安全対策特別交付金までにつき

ましては、調定額と収入済み額は同額でございますが、そのうち９款地方交

付税は前年度比２,１２９万１,０００円、１％の減となっております。 

 １１款分担金及び負担金は、調定額３億４７６万４,８５１円に対し、収

入済み額２億７,９１３万２,８５１円となり、不納欠損額の４７万８,４０

０円 と収入未済額２,５１５万３,６００円は保育料分でございます。 

 １２款使用料及び手数料は、調定額１億７,３２４万８,５３１円に対し、

収入済み額１億５,０８２万９,６５２円となり、不納欠損額６０万４,７０

０円、収入未済額は２,１８１万４,１７９円で、不納欠損額及び収入未済額

は町営住宅使用料、町営住宅駐車場使用料及びし尿収集手数料でございます。 

 １３款国庫支出金は、調定額１８億９,２１３万６,０７７円に対し、収入

済み額１７億１,１８９万１,０７７円で、収入未済額は１億８,０２４万５,

０００円でございますが、これは市街地整備総合交付金及び住宅費補助金分

でございます。 

 １４款県支出金は、調定額、収入済み額とも同額の７億８,３３０万８,４

４９円でございます。 

 １５款財産収入の収入済み額１,７８５万１,１８０円と１６款寄附金の収

入済み額１８万１,８５７円は、それぞれ財産売り払い収入とふるさと長与

応援寄附金が主なものでございます。 

 ５、６ページをお願いします。１７款繰入金の収入済み額４億６,３１１
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万２,８７４円は、財政調整基金、義務教育施設整備基金及び地域福祉ボラ

ンティア基金からの繰入金が主なものでございます。 

 １９款諸収入の収入未済額３７１万２,０５０円は、災害援護資金貸付金

でございます。 

 ２０款町債の収入済み額は２０億３,０９５万円となっております。 

 歳入合計は、調定額１３６億９８５万７,５４６円に対し、収入済み額１

３０億７,７４９万８,２２４円で、不納欠損額２,２１７万５,５５３円、収

入未済額は５億１,０１８万３,７６９円でございます。なお、収入済み額は

前年度比６.８％の増となっております。 

 ７、８ページをお開き願います。歳出でございますが、款ごとの支出済み

額につきまして、前年度に対する増減の主な要因等を御説明いたします。 

 １款議会費１億６,４４８万４,９４８円は、前年度比９.４％の減となっ

ておりますが、議員共済会給付費負担金の減額が主な要因でございます。 

 ２款総務費１４億６,０７７万４,７８８円は、前年度比２％の減となって

おりますが、総務管理費の公有財産購入費の減額が主な要因でございます。

なお、翌年度繰越額４,１７３万７,０００円は、普通財産施設整備事業、長

与駅バリアフリー化設備整備費補助金及びふれあいセンター耐震診断業務に

係るものでございます。 

 ３款民生費３８億３,０８３万８,９５５円は、前年度比０.２％の減で前

年度並みとなっておりますが、児童福祉費の高田保育所建設に伴う公有財産

購入費分が主な要因でございます。なお、翌年度繰越額２億５,５３２万６,

０００円は保育所整備事業及び丸田荘改修工事に係るものでございます。 

 ４款衛生費９億８,６２０万６,８４４円は、前年度比４.７％の減となっ

ておりますが、保健衛生費の予防接種委託料及び清掃費の長与・時津環境施

設組合負担金の減額が主な要因でございます。なお、翌年度繰越額１億１,

０００万円は、長与・時津環境施設組合負担金でございます。 

 ５款労働費３,８５２万７,６９５円は、前年度比１０％の増となっており

ますが、施設改修工事費の増額が主な要因でございます。 

 ６款農林水産業費２億１,２７０万２,１４７円は、前年度比０.３％の減

となっておりますが、農業費のながさき鳥獣被害防止総合対策事業費補助金

の減額が主な要因でございます。なお、翌年度繰越額３５０万円はため池改

修事業に係るものでございます。 

 ９、１０ページをお願いします。７款商工費５,７１０万５,４３５円は、

前年度比９.７％の増となっておりますが、住宅リフォーム助成金に係る支

出が主な要因でございます。 

 ８款土木費１６億３,８５１万４,２０９円は、前年度比１％の増となって

おりますが、都市計画費の街路事業費、公共施設管理者負担金の増額が主な

要因でございます。なお、翌年度繰越額３億７,８３３万６,０００円は道路

新設改良事業、長与町土地区画整理特別会計繰出金、公園整備事業及び西高

田線街路事業に係るものでございます。 

 ９款消防費３億９,４６０万６,７０６円は、前年度比２％の減となってお
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りますが、非常備消防費の広域消防事業負担金の減額が主な要因でございま

す。 

 １０款教育費２３億７,７３７万８,０７１円は、前年度比７７.５％の増

となっておりますが、これは、御案内のとおり長与小学校校舎建設事業費及

び体育施設整備事業費の増額が主な要因でございます。 

 １１款災害復旧費１,０５６万４８７円は、前年度比８０.４％の減となっ

ておりますが、公共土木施設災害復旧費の減額が主な要因でございます。 

 １２款公債費１２億８００万１,２６９円は、前年度比０.３％の減となっ

ておりますが、利子の減額によるものでございます。 

 １１、１２ページをお願いします。１３款諸支出金１５万４００円は前年

度比３.７％の減となっておりますが、土地開発基金積立金の減額によるも

のでございます。 

 歳出合計は、予算現額１３５億７,３９１万１,０００円に対し、支出総額

１２３億７,９８５万１,９５４円となり、翌年度繰越額７億８,８８９万９,

０００円で、不用額は４億５１６万４６円でございます。なお、支出済み額

は前年度比７.９％の増となっております。 

 ２３８ページをお開き願います。実質収支に関する調書でございますが、

歳入総額１３０億７,７４９万８,０００円、歳出総額１２３億７,９８５万

２,０００円、歳入歳出差し引き額６億９,７６４万６,０００円となり、翌

年度へ繰り越すべき財源の繰越明許費繰越額は２億７８５万４,０００円で、

実質収支額は４億８,９７９万２,０００円でございます。このうち、地方自

治法第２３３条の２の規定による基金繰入額は２億５,０００万といたして

おります。 

 ２３９ページ以降には、財産に関する調書を記載しておりますので、御参

照を賜りたいと存じます。 

 以上が一般会計でございます。 

 次に、議案第６３号、平成２４年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてでございます。 

 決算書の１、２ページをお開き願います。歳入でございますが、１款使用

料及び手数料７５３万５,５５０円、２款繰越金１２７万５,８２９円が主な

歳入で、歳入総額は８８１万１,６４０円となり、前年度比０.９％の減とな

っております。 

 ３、４ページをお願いします。歳出でございますが、予算現額８２７万８,

０００円に対し、支出済み額７６０万５１１円で、不用額は６７万７,４８

９円となり、歳出合計は前年度比０.２％の減となっております。 

 １２ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございますが、

実質収支額は１２１万１,０００円となっております。 

 次に、議案第６４号、平成２４年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定についてでございます。 

 決算書の１、２ページをお開き願います。歳入でございますが、１款国民

健康保険税は調定額１０億４,７６９万８,６１７円に対し、収入済み額８億
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３,６０８万５,５１０円となり、不納欠損額３４１万１００円で、収入未済

額は２億８２０万３,００７円でございます。 

 ２款以降は、収入済み額につきまして、主なものといたしましては、３款

国庫支出金９億５,９８０万３,５１８円、４款療養給付費交付金４億２,３

７８万１,６４０円、５款前期高齢者交付金１３億１,８７０万２,８５１円、

６款県支出金３億５,２４５万８,３３２円、７款共同事業交付金３億３,５

５２万９,０９２円、９款繰入金１億４,２０８万８,０７５円でございます。 

 ３、４ページをお願いします。歳入合計は、調定額４７億５,５８１万２,

６６２円に対し、収入済み額４５億４,４１９万９,５５５円となり、不納欠

損額３４１万１００円で、収入未済額は２億８２０万３,００７円でござい

ます。なお、収入済み額は前年度比３％の増となっております。 

 ５、６ページをお願いします。歳出でございますが、支出済み額の主なも

のにつきまして御説明申し上げます。 

 ２款保険給付費２９億１,１１９万９,１９９円、３款後期高齢者支援金４

億８,３８７万１,７９２円、６款介護納付金２億３３８万８,２９７円、７

款共同事業拠出金５億２,４５４万４,６７２円でございます。 

 ７、８ページをお願いします。歳出合計は、予算現額４４億７,３００万

９,０００円に対し、支出済み額４２億８,２７９万１,２５８円となり、不

用額は１億９,０２１万７,７４２円でございます。なお、支出済み額は、前

年度比０.９％の増となっておりますが、共同事業拠出金の増が主な要因で

ございます。 

 ４０ページお開き願います。実質収支に関する調書でございますが、実質

収支額は２億６,１４０万８,０００円で、うち基金繰入額は１,３１０万円

といたしております。 

 ４１ページをお開き願います。財産に関する調書の基金でございますが、

決算年度末現在高は、８３０万円となっております。 

 続きまして、議案第６５号、平成２４年度長与町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算の認定についてでございます。 

 決算書の１、２ページをお開き願います。歳入でございますが、１款後期

高齢者医療保険料は、調定額３億１,８０８万７,５００円に対し、収入済み

額３億１,６０５万５,８００円となり、不納欠損額３万６,４００円で、収

入未済額は１９９万５,３００円でございます。 

 その他の主な歳入といたしましては、収入済み額で申し上げますと、３款

繰入金が７,０８９万７,８７７円でございます。 

 歳入合計は、調定額３億８,９７９万９,７２１円に対し、収入済み額３億

８,７７６万８,０２１円となり、不納欠損額３万６,４００円で、収入未済

額は１９９万５,３００円でございます。なお、収入済み額は、前年度比１

０.３％の増となっております。 

 ３、４ページをお願いします。歳出でございますが、支出済み額で主なも

のは、２款後期高齢者医療広域連合納付金３億７,８８５万１,４５０円でご

ざいます。 
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 歳出合計は、予算現額３億９,２７８万２,０００円に対し、支出済み額３

億８,６３５万８,０８４円となり、不用額は６４２万３,９１６円でござい

ます。なお、支出済み額は、前年度比１０.１％の増となっております。 

 １４ページをお開き願います。実質収支に関する調書でございますが、実

質収支額は１４０万９,０００円でございます。 

 次に、議案第６６号、平成２４年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算

の認定についてでございます。 

 決算書の１、２ページをお開き願います。保険事業勘定の歳入でございま

すが、１款保険料は、調定額５億６,２３５万２,１２８円に対し、収入済み

額５億４,８２２万５,７６０円となり、不納欠損額９３万９,８８０円で、

収入未済額は１,３１８万６,４８８円でございます。 

 その他の主な歳入といたしましては、収入済み額で申し上げますと、３款

国庫支出金５億１,２９３万７,５１４円、４款支払い基金交付金６億６,３

６２万３,０００円、５款県支出金３億３,８４０万９,００８円、７款繰入

金３億３,３８０万８,２１４円でございます。 

 ３、４ページをお願いします。歳入合計は、調定額２４億４,９１４万３,

３０５円に対し、収入済み額２４億３,５０１万６,９３７円となり、不納欠

損額９３万９,８８０円で、収入未済額は１,３１８万６,４８８円でござい

ます。なお、収入済み額は、前年度比０.３％の減となっております。 

 ５、６ページをお願いします。歳出でございますが、支出済み額で主なも

のは、１款総務費４,７０１万７,６６６円、２款保険給付費２２億７,５５

３万７,５６３円、３款地域支援事業費３,５２６万３,６９３円でございま

す。 

 歳出合計は、予算現額２５億８５６万７,０００円に対し、支出済額２３

億７,１８２万２,３７７円となり、不用額は１億３,６７４万４,６２３円で

ございます。なお、支出済額は、前年度比１.４％の減となっております。 

 ７、８ページをお願いします。介護サービス事業勘定の歳入でございます

が、主な歳入といたしまして、１款サービス収入１,９４９万１,７６０円で、

歳入合計は、調定額、収入済み額ともに２,２８７万８,８０５円でございま

す。なお、収入済み額は、前年度比１１.３％の増となっております。 

 ９、１０ページをお願いします。歳出でございますが、１款事業費、支出

済額は１,７６９万７,４５１円で、前年度比３.１％の増となっております。 

 ４０ページをお開き願います。実質収支に関する調書でございますが、保

険事業勘定では、実質収支額は６,３１９万４,０００円、介護サービス事業

勘定では５１８万１,０００円でございます。 

 最後に、議案第６７号、平成２４年度長崎都市計画事業長与町土地区画整

理事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでございます。 

 決算書の１、２ページをお開き願います。歳入でございますが、主なもの

といたしまして、１款国庫支出金は、調定額２億８,８６６万９,０００円に

対し、収入済み額２億２,３９６万３,０００円で、収入未済額は６,４７０

万６,０００円でございます。２款県支出金は、調定額５,７５１万９,４０
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０円に対し、収入済み額４,４５９万５,４００円で、収入未済額は１,２９

２万４,０００円でございます。４款繰入金は、調定額７億９,７８１万９,

０００円に対し、収入済み額６億６,５４０万６,０００円で、収入未済額は

１億３,２４１万３,０００円でございます。 

 ７款町債は、調定額及び収入済み額とも１億円でございます。 

 歳入合計は、調定額１２億７,０５３万７,７４０円に対し、収入済み額１

０億６,０４９万４,７４０円で、収入未済額は２億１,００４万３,０００円

でございます。なお、収入済み額は、前年度比７.８％の減となっておりま

す。 

 ３、４ページをお願いします。歳出でございますが、支出済み額では、１

款土木費８億６,４６２万８,３２２円、２款公債費１億４,０３８万３,８３

３円でございます。 

 歳出合計は、予算現額１２億５,１１５万１,０００円に対し、支出済額１

０億５０１万２,１５５円となり、翌年度繰越額２億４,０９４万円で、不用

額は５１９万８,８４５円でございます。なお、支出済額は、前年度比１０.

６％の減となっております。 

 １４ページをお開き願います。実質収支に関する調書でございますが、歳

入総額１０億６,０４９万４,０００円、歳出総額１０億５０１万２,０００

円、歳入歳出差し引き額５,５４８万２,０００円となり、翌年度へ繰り越す

べき財源の繰越明許費繰越額は３,０８９万７,０００円、実質収支額は２,

４５８万５,０００円でございます。 

 大変長くなりましたが、以上が議案第６２号から議案第６７号までの、各

会計の歳入歳出決算の説明でございます。 

 詳細につきましては、歳入歳出決算事項別明細書、また、主要な施策の成

果に関する報告書の様式を一部変更し添付いたしておりますので、御参照賜

りたいと存じます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、代表監査委員より決算審査の報告を求めます。 

 代表監査委員。 

代表監査 （中川勝秀君） 

委  員  皆さん、おはようございます。監査委員の中川です。よろしくお願いしま

す。 

 それでは、議長から許可をいただきましたので、地方自治法第２３３条第

２項及び第２４１条第５項の規定により、平成２４年度長与町一般会計及び

各特別会計の歳入歳出決算並びに基金について審査した結果を報告いたしま

す。 

 意見書１ページをお開きください。審査の対象として、平成２４年度の長

与町一般会計、駐車場事業特別会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医

療特別会計、介護保険特別会計、長崎都市計画事業長与町土地区画整備事業

特別会計の歳入歳出決算と基金の運用状況について実施いたしました。 

 審査の期間は、平成２５年７月１２日から８月２日まで行いました。 
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 審査の方法は、町長から提出された各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決

算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び各基金の運

用状況を示す書類について、会計管理者、各部長、各理事、各課長、関係職

員の出席を求め、説明を聴取し、関係法令に準拠し調整されているか、財政

運営は健全か、財産の管理運営は適正であるか、さらに予算が適正かつ効率

的に執行されているかなどに主眼を置き、関係帳簿及び証拠書類との照合な

ど、通常実施すべき書類審査方法のほか現地調査、備品調査も実施し、慎重

に審査を行いました。 

 提出された資料の計数審査の結果、一般会計及び特別会計決算は関係法令

に準拠し作成され、決算計数は関係諸帳簿と証拠種類を照合した結果、誤り

のないものと認めました。 

 各基金の運用状況を示す書類の計数についても、関係諸帳簿と証拠種類は

符合しており、誤りないものと認めました。 

 国保会計は２４ページから記載していますが、一般会計からの一時運用が

頻繁に行われています。平成２４年度から税率改正が行われていますが、ま

だまだ財政は厳しい状況で、国保の財政調整基金は８３０万円となっていま

す。これは、５年前の１９年度決算での基金残高は約６億７００万円ありま

したので、現在の厳しい国保財政が伺えます。収納率は前年度より向上しま

したが、収納未済額は２億８００万円、不納欠損額も３４１万円と多額であ

り、さらなる医療費抑制策の推進、保険税収納率の向上対策が必要でありま

す。 

 各会計と基金の詳細につきましては、２ページから４９ページに記載して

いますので御参照ください。 

 ５０ページをお開きください。意見書の結びの欄はポイントだけを説明を

させていただきます。 

 一般会計歳入も１３０億円になり、長与小建設保育所整備事業、公園整備

事業など、今年度の所期の目的をおおむね達成したものと評価をします。一

般会計及び特別会計は、２ページからの第１表に記載のとおり、いずれの会

計も黒字決算となっています。合算した歳入歳出差し引き額は約１０億８,

６００万円で、前年度比約８,５００万円増加しています。 

 一般会計は、５ページの第２表のとおり、単年度収支は黒字となりました。

地方交付税は約２,１００万円減少し、約２０億７,９００万円となっていま

す。 

 町債は、２１ページの第１０表のとおり、約１０億１,１００万円増加し、

約１３７億２,２００万円の残高となっていますが、臨時財政対策債を除く

残高は約８４億８,５００万円で、前年度より約５億９,９００万円増加して

います。 

 基金は、４９ページの第２８表のとおり、約２億１,８００万円減少し、

約４８億２００万円となっています。２カ年で見ますと約５億２,０００万

円減少しており、今後、注意深い運用が必要であります。町財政の懸案であ

ります収入未済額は、町税その他の滞納分合計で約５億５,３００万円、不
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納欠損処分は約２,７００万円となっています。収入未済額は年々減少傾向

でありますが、依然として高どまりの状況となっています。今度も長与町町

税等徴収対策本部の活発な活動による、なお一層の徴収努力が必要でありま

す。 

 次に、１５ページの第６表の財源別収入状況を見ると、自主財源が約５９

億８,８００万円で、前年度比約２億５,４００万円の増となっています。主

な要因は、繰越金、繰入金の増加でありますが、肝心の町税は約１,２００

万円減少をしています。 

 性質別歳出の状況は、２１ページの第９表のとおり、義務的支出が前年度

より約１,５００万円減少をしています。財政指数は経常収支比率が２２年

度に８６.７％と好転をしたが、本年度は９１.７％と、２年前に比べ５ポイ

ント悪化をしています。財政力指数はここ数年徐々に下がり０.６４で、前

年度比で０.０１４ポイント下がりました。いずれの指数も悪化しており、

財政の硬直化が進んできています。限りある歳入の中でいかに必要な行政サ

ービスを町民の皆さんに提供するか、管理者、職員一体となっての健全な財

政運営を期待をいたします。 

 次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく判断の要必要に

ついては、早期健全化基準値を大きくクリアをしており、問題はないと考え

ます。 

 今回の決算審査において事務処理はおおむね良好でありましたが、次の点

で指摘を行っています。 

 １点目、一般会計、特別会計の収納未済額は前年度より改善したものの、

依然として５億５,４１６万円と高額となっているうち、滞納繰り越し分は

４億２,７５４万円もあることから、改善と対策を求めた。 

 ２点目、不納欠損処分の事務処理は、あらゆる収納努力をした上で地方税

法等に基づき処分する必要がある。公正公平の面からも、適切な事務処理を

求めた。 

 ３点目、土地開発基金で購入をした土地を含め、長期未利用の土地を有効

活用と土地開発基金からの買い戻しに関する規則等の整備を検討すべきであ

る。 

 ４点目、町は多くの補助金を各種団体等に支出しているが、実績報告書に

不備が見受けられたので、改善検討を求めた。 

 最後に、今年度も健全財政運営で堅実な決算が維持されていますが、税収

の落ち込み、公共施設の老朽化による維持管理費や更新投資の増大、少子高

齢化による生産人口の減少など、厳しい状況が続くと考えられます。今後も

あらゆる事業施策の見直しを常に行いながら選別化に努めて、健全財政を堅

持じ、町の発展と町民サービス、福祉の向上に最善の努力をされるよう期待

して、一般会計及び特別会計の決算審査の報告を終わります。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 まず、議案第６２号について、質疑はありませんか。 
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 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６３号について、質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６４号について、質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６５号について、質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６６号について、質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６７号について、質疑はありませんか。 

 １８番、河野龍二議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 議案第６７号の長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計の決算

認定について質問しますが、お聞きしたいのは、まず、２４年度の事業進捗

率が監査委員の決算報告書の指標の中で出ております。平成２４年度につい

ては、事業費ベースだと思いますが、８６.２％というふうになっておりま

す。以前、私がこの土地区画整理事業の関係で質問した折、完成までの、平

成２９年までの目標数値を出していただきました。平成２４年度においては

８７％を目指すというところで、事業費総額が２１９億５,０６１万８,００

０円ということですが、当然、事業費ベースで８６.２％という意味ではコ

ンマ８％ですけども、目標に届かなかったという状況があります。そういう

意味では計画どおりに進んでないという状況が、さきの一般質問でも、なか

なか補助金等が十分つけばというふうな話もありましたが。１つ懸念する問

題は、こうした事業のおくれが、これまでは平成２９年度完成を目指すとい

うふうに言われておりましたけども、こうしたおくれが完成年度のおくれに

なるのではないかというふうに思いますが、どういう状況になるかお伺いし

たいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （道端和彦君） 

課  長  現状でございますが、やはり補助金等の、やっぱりつきにくいというよう

なこともございます。そして、２９年を完成予定としておりますけども、や

はり議員おっしゃるとおり厳しい状況かと思っております。そういうことで、

やはりこの事業年度の見直しというのも今、検討中でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 さきの一般質問でもありましたけども、当該地域に住んでる方々は非常に

こうした状況の中で、事業のおくれで大変迷惑をこうむっているという状況

にあるとお聞きしております。そういう完成年度の延長というのが、どうい

う形で住民の皆さん方に知らさせるのか、そういう辺の検討はされてらっし
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ゃるのか、じゃあ、いつまでに完成年度が延びるものか等々を含めて、今の

そういうお考えがあればお伺いしたいというふうに思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （道端和彦君） 

課  長  今、その点について検討中でございます。公表できるようになった時点で

は、そういうしかるべき形で公表していきたいと思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 それでは最後に、毎回決算の折にお伺いするんですが、いわゆる事業費ベ

ースの、今進捗率というところです。実際の工事ベースですね、完成した、

工事中というふうな、毎回そういう工事中の中で完成すれば進捗率が上がる

んだというふうな説明をされていますけども、現状でつかんでるその工事別

の進捗事業をお答えしていただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （道端和彦君） 

課  長  整備状況でのその進捗ということでお答えしたいと思います。 

 まず、幹線街路ですね、これについては約５４.３％、それから区画道路

でございますけど、これについては４２％、宅地造成面整備、宅地造成に関

しましては５２％、以上のようなそういう状況でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第６２号、議案第６３号は、総務常任委

員会に、議案第６４号、議案第６５号、議案第６６号は、文教厚生常任委員

会に、議案第６７号は、建設産業常任委員会に付託します。 

 お諮りします。 

 ただいま各常任委員会に付託しました議案第６２号から議案第６７号は、

会議規則第４６条第１項の規定によって、９月２０日までに審査を終了する

よう期限をつけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６２号から議案第６７号は、９月２０日までに審査を終了

するよう期限をつけることに決定しました。 

 日程第１４、議案第６８号、平成２４年度長与町水道事業剰余金の処分及

び決算認定について、日程第１５、議案第６９号、平成２４年度長与町下水
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道事業剰余金の処分及び決算認定についてを一括議題とします。 

 ただいま一括議題としています議案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、第６８号のほうから参りたいと思います。平成２４年度長与町

水道事業剰余金の処分及び決算認定につきまして、提案理由の説明を申し上

げます。 

 決算書の１、２ページをお開きをいただきます。収益的収入及び支出の収

入におきましては、予算額６億９,２４７万７,０００円に対し、決算額は６

億９,７５７万５,５６８円となり、５０９万８,５６８円の増収となってお

ります。これは、上水道水道料金及び分岐料などのその他営業収益の増が主

なものでございます。 

 支出におきましては、予算額５億９,８２２万５,０００円に対し、決算額

は５億６,２９０万８,０４２円となり、３,５３１万６,９５８の不用額とな

っております。これは、維持管理費等の減額が主なものでございます。 

 続きまして、３、４ページをお開きください。資本的収入及び支出の収入

におきましては、予算額４７２万５,０００円に対し、決算額は１,２０６万

７,１２５円となり、７３４万２,１２５円の増収となっております。これは、

負担金の増によるものでございます。 

 支出におきましては、予算額３億５９０万６,０００円に対し、予算額は

２億５,３８５万９,９０９円となり、４,６０４万６,０９１円の不用額とな

っております。これは、建設改良費の減額が主なものでございます。なお、

資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億４,１７９万２,７８４円は、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５３７万７,０３５円、当

年度分損益勘定留保資金１億１,１１４万１,５４６円、減債積立金１億２,

５２７万４,２０３円で補填をいたしております。 

 棚卸資産購入限度額の執行額は３４０万１５４円でございます。 

 ５、６ページをお開き願います。ここに計上しております損益計算書は、

税抜き計算となっております。営業収支におきまして１億６,９１７万５,１

０１円の営業利益となり、営業外収支におきましては３,９１３万１,２４２

円の損失となりました。その結果、経常収支におきましては１億３,００４

万３,８５９円の経常利益となっております。また、特別収支におきまして

は８２万６,４５７円の損失となり、以上の結果、当年度純利益は１億２,９

２１万７,４０２円でございます。これに前年度繰越利益剰余金１６７円を

加え、当年度未処分利益剰余金は１億２,９２１万７,５６９円でございます。 

 剰余金処分計算書（案）につきましては、未処分利益剰余金処分額として

減債積立金に１億１,０００万円を、また建設改良積立金に１,９２１万７,

０００円を積み立てる予定であり、この剰余金処分に関して議会の議決を求

めるものでございます。これにより、翌年度繰越利益剰余金は５６９円でご

ざいます。 

 以上が平成２４年度長与町水道事業決算書の概要でございます。 
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 続きまして、議案第６９号、平成２４年度長与町下水道事業剰余金の処分

及び決算認定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 決算書の１、２ページをお開きを願います。収益的収入及び支出の収入に

おきましては、予算額８億６,７５１万５,０００円に対し、予算額は８億７,

１８８万３,３８７円となり、４３６万８,３８７円の増収となっております。

これは、営業外収益及び特別利益の増が主なものでございます。 

 支出におきましては、予算額６億８,４３７万８,０００円に対し、予算額

は６億７,４２９万８,３８６円となり、１,００７万９,６１４円の不用額と

なっております。これは、営業費用及び営業外費用の減が主なものでござい

ます。 

 ３、４ページをお開き願います。資本的収入及び支出の収入におきまして

は、予算額９,８１２万２,２５０円に対し、決算額は８,７２１万８,３８７

円となり、１,０９０万３,８６３円の減収となっております。これは、国庫

補助金の減が主なものでございます。 

 支出におきましては、２３年度繰越額６,８９５万４,０００円を含め、予

算額４億５,１７９万９,０００円に対し、決算額は４億７０７万３９３円と

なり、翌年度繰越額が３,１７５万８,０００円で、１,２９７万６０７円の

不用額となっております。これは、建設改良費の減額が主なものでございま

す。 

 なお、資本的収入額（翌年度への繰越工事費資金３,１７５万８,０００円

を除く）が資本的支出額に不足する額３億５,１６１万６円は、当年度分消

費税及び地方消費税資本的収支調整額４６２万２,０８２円、過年度分損益

勘定留保資金２億７,３６４万１,４８５円、減債積立金４３９万２,４３９

円、繰越工事資金６,８９５万４,０００円で補填をいたしております。 

 ５ページをお開き願います。ここに計上いたしております損益計算書は、

税抜き計算となっております。営業収支におきましては７,８３９万６,５５

９円の営業利益となり、営業外収支におきましては１億９２５万９５４円の

利益となりました。その結果、経常収支におきましては１億８,７６４万７,

５１３円の経常利益となっております。また、特別収支におきましては５３

４万２,２６８円の利益となり、以上の結果、当年度純利益は１億９,２９８

万９,７８１円でございます。 

 ６ページをお開き願います。剰余金処分計算書（案）につきましては、未

処分利益剰余金処分額として減債積立金に１億９,２９８万９,７８１円を積

み立てる予定であり、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上が議案第６８号・６９号、平成２４年度長与町下水道事業決算書の概

要でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、代表監査委員より、決算審査の報告を求めます。 

 代表監査委員。 

代表監査 （中川勝秀君） 

委  員  監査委員の中川です。またよろしくお願いします。 
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 それでは、議長の許可を得ましたので、地方公営企業法第３０条第２項の

規定により、平成２４年度長与町水道事業会計、下水道事業会計の決算につ

いて審査した結果を御報告いたします。お手元の意見書を御参照ください。 

 審査の期間は、平成２５年７月８日から９日に実施しました。これは喜々

津委員と２人で、先ほどちょっと一般会計で喜々津委員の名前を言うのを忘

れましたので、喜々津委員と２人で実施をしました。 

 審査の方法は、町長から提出された決算報告書及び財務諸表、決算附属書

類など、政令で定められた書類について、水道局長、各課長、関係職員及び

会計管理者、会計課長の出席を求め、説明を聴取し、決算計数の確認及び分

析を行い、経営成績、財政状態を把握し、経済性の発揮、公共性の確保を主

眼として審査を行いました。 

 審査の結果として、各会計の決算報告書、財務諸表及びその他の書類は地

方公営企業法及び関係法令に準拠して作成され、その計数は正確で、平成２

４年度における経営成績及び当該年度末の財政状況は適切に表示されていま

した。また、当年度における各事業の予算執行の結果は適正に執行されてい

ると認めました。 

 なお、水道事業会計の詳細につきましては、２ページから４ページは業務

状況、４ページから５ページは経営成績、６ページから９ページは財政状態

を記載しておりますので御参照をください。 

 では、決算の概要について御説明いたします。 

 給水人口は３万８,７７７人で、前年度比５９人減少、給水戸数も１万５,

２６９戸で、前年度比４０戸減少しています。また、年間配水量は２万９,

３１０立方メートル減少、有収水量も３万５,２００立方メートル減少して

います。 

 それでは、１０ページをお開きください。経営分析、継続的な漏水調査に

より、有収率は９２.８％と高い数値を維持し、効率配水が図られています。

施設利用率は、配水能力に対して７６.８％、供給単価は１８９円６５銭で、

給水原価は１５８円１６銭であり、差し引き収益は３１円４９銭となり、現

年度より少し悪くはなっているが、良好な数値であります。 

 次に、職員１人当たりの給水人口は２,７７２人、有収水量は２４万１,５

１８立方メートル、営業収益は４,７３１万３,０００円となっています。こ

れらの数字は年々増加するのが望ましいが、職員数が大きく影響することか

ら、いかに少ない職員数で事業運営を維持していくか今後も経営努力が必要

であります。 

 次に財政分析、自己資本構成比率は８６.９％で、投資財源のうち自己資

本比率が大きいほど経営が安定しております。固定資産対長期資本比率は９

１.９％で、総資本のうち固定資産が自己資本によって賄われているかを示

す数値で、１００％以下が望ましいとされています。流動比率は１,１５８.

８％で、財政能力を示す期間比率で、流動資産が流動負債の２倍以上が望ま

しく、理想的な比率は２００％以上であります。総収支比率は１２４.１％

で、収益と費用の総体的な関連を示すもので、高いほど良好であります。営
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業収支比率は１３３.８％で、営業収益と営業費用を対比して業務活動の能

率を示すもので、１００％を超えることが望ましいとなっています。次に、

企業債償還元金対減価償却費比率は１０８.８％で、低いほど再投資能力が

あります。料金収入対企業債償還管理金比率は２５.６％で、料金収入に対

する割合で低いほど良好であります。以上、各指数は全国類似団体と比較し

てもおおむね良好な数値となっています。 

 最後に、決算の事業収支は、総収益６億６,４８２万円、総費用５億３,５

６１万円で、純利益は１億２,９２１万円であり、堅実な推移でありますが、

未収金が約１,８８９万円、不納欠損は約７３万円処分しています。毎月停

水、分割納入など滞納解消の努力は認めますが、長与町町税等徴収対策本部

とのなお一層の連携を図り、引き続き収納改善に努められたい。 

 住民の日常生活に欠かすことができない事業であり、安全供給と水質保全

は今後も永久的な向上を目標として努力されることと、中長期計画のもと水

源確保、老朽管更新、浄水場設備改良、耐震化対策などの投資が必要であり、

安定経営の収益確保が求められますので、将来を見詰めたさらなる合理的経

営を期待します。 

 次に、下水道事業会計であります。１１ページは業務状況、１２ページか

ら１３ページは経営成績、１４ページから１７ページは財政状態を記載して

おりますので御参照ください。 

 では、決算の概要について御説明をいたします。 

 水洗化人口３万９,８５１人、水洗化戸数１万５,２８５戸、普及率９９.

９％、水洗化率９８.４％となっています。整備済み区域の未水洗化は２３

６戸あります。引き続き、水洗化推進の努力が望まれます。 

 次に、下水道事業の経営状況については１８ページをお開きください。経

営分析では、有収率は年間汚水処理水量に対する年間有収水量の割合で、高

いほど望ましく、７６.８％であり、前年度より１.６ポイント上昇している。

しかし、類似団体の全国平均は２３年度で８４.１％であり、今後も有収率

向上の努力が必要であります。ちなみに、長与町の５年前、平成１９年度決

算の有収率は８６％であった。５年で１０ポイント近く悪化をしております。

使用料単価は年間有収水量に対する使用料収入の割合は１７３円８８銭で、

汚水処理原価は年間有収水量に対する汚水処理費の割合で１８４円２１銭と

なっており、１０円３３銭の原価割れとなっていますが、前年度から６円４

３銭改善されています。今後も汚水処理費の効率的な経営努力が必要であり

ます。 

 財務分析では、自己資本構成比率は投資財源のうち自己資本の割合比率が

大であるほど経営の安全性を示すもので、７７.３％となっております。固

定資産対長期資本比率は総資本のうち固定資産が自己資本によって賄われる

かを示す数値で、１００％以下が望ましく、９４.６％になっています。流

動比率は財政能力を示す期間比率で、流動資産が流動負債の２倍以上が望ま

しく、理想的な比率は２００％以上であり、１,０３５.４％となっています。

総収支比率は収益と費用の総体的な関連を示すもので、高いほど良好であり、
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１２９.６％となっています。営業収支比率は営業活動によって営業収益と

営業費用を対比して業務活動の能率を示すもので、経営活動の誠意が判断さ

あれ、１００％を超えることが望ましく、１１４.６％となっています。企

業債償還元金対減価償却比率は数値が低いほど再投資能力があり、１００.

４％となっています。使用料収入とは、企業債償還元利金比率は使用料収入

に対して低いほど良好で、５５.６％となっています。以上、各指数は全国

類似団体と比較してもおおむね良好な数値となっております。 

 最後に、決算の事業収支は、総収益８億４,０９９万円、総費用６億４,８

００万円で、純利益１億９,２９９万円となっております。企業債は、年度

末残高３６億２,０９１万円で、２億１,２７５万円減少、支払い利息も１８

０万円減少をしている。これは、これまでの繰り上げ償還の成果であります。 

 次に、事業運営での重要課題である不明水が増加していることから、原因

究明のさらなる研究、努力を期待をします。原因究明いうのは実施をされて

おりますが、さらなる原因究明を期待します。下水道事業は健全な水環境の

確保、そして健康で安心・安全な快適で潤いのある暮らしの確保のため、ま

すます重要な役割であり、今後も施設整備、管更新など大きな投資が見込ま

れることから、長期的視点に立った効率的な経営に努められたい。 

 以上で水道及び下水道事業の決算審査の報告を終わります。以上でござい

ます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 まず、議案第６８号について、質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６９号について、質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第６８号、議案第６９号は、建設産業常

任委員会に付託します。 

 お諮りします。 

 ただいま建設産業常任委員会に付託しました議案第６８号、議案第６９号

は、会議規則第４６条第１項の規定によって、９月２０日までに審査を終了

するよう期限をつけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６８号、議案第６９号は、９月２０日までに審査を終了す

るよう期限をつけることに決定しました。 

 場内の時計で１３時まで休憩します。 

（休憩１１時４５分～１３時００分） 

議  長 （山口経正議員） 
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 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 日程第１６、議案第７０号、長与町教育委員会委員の任命の同意を求める

ことについてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 では、議案第７０号、長与町教育委員会委員の任命の同意を求めることに

つきまして、提案理由の御説明をさせていただきます。 

 現在、長与町教育委員として３期１２年間にわたり、長与町教育行政の推

進のため御尽力をいただいております村上光子委員の任期が、今月末をもっ

て満了いたします。 

 私といたしましては、引き続き長与町教育委員として任命したいと考えて

おりますので、御提案を申し上げます。議会の同意をお願いする次第でござ

います。 

 村上氏につきましては、皆様も御案内のとおり、吉無田郷の青葉台団地に

お住まいでございます。これまで教育委員として、長与町の教育振興のため

に御尽力を賜っており、教育関係に深い理解と意欲をお持ちの方でございま

す。人格、識見ともに長与町教育委員として適任者であると確信しておりま

すので、御同意のほどよろしくお願いを申し上げます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第７０号は、会議規則第３９条第３項の

規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７０号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第１６、議案第７０号、長与町教育委員会委員の任命の同

意を求めることについてを採決します。 

 本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

 日程第１７、議案第７１号、長与町教育委員会委員の任命の同意を求める

ことについてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 では、議案第７１号、長与町教育委員会委員の任命の同意を求めることに

つきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 現在、長与町教育委員として１期４年間にわたり、長与町教育行政の推進

のため御尽力いただいております野口眞知子委員の任期が、今月末をもって

満了いたします。 

 私といたしましては、引き続き長与町教育委員として任命したいと考えて

おりますので、御提案を申し上げ、議会の同意をお願いする次第でございま

す。 

 野口氏につきましては、三根郷の長与ニュータウンにお住まいでございま

す。これまで教育委員として、長与町の教育振興のために御尽力を賜ってお

り、教育関係に深い理解と意欲をお持ちの方でございます。人格、識見とも

に長与町教育委員として適任者であると確信いたしておりますので、御同意

のほどをよろしくお願いを申し上げます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案となっています議案第７１号は、会議規

則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７１号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第１７、議案第７１号、長与町教育委員会委員の任命の同

意を求めることについてを採決します。 
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 本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

 日程第１８、議案第７２号、人権擁護委員の推薦についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、議案第７２号、人権擁護委員の推薦について、提案理由の御説

明を申し上げます。 

 平成２０年１月１日から現在に至るまでの２期、人権擁護委員として御尽

力を賜りました廣瀬範三氏の任期が、本年の１２月末日をもって満了となり

ます。 

 今回、廣瀬氏を再度、法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員法第６条

第３項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。 

 廣瀬氏は、長崎県警察本部から少年補導員を委嘱され、青少年の健全育成

に貢献されている方で、そのほか住所等につきましては、お手元の議案書に

記載のとおりでございます。人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権

擁護について深い御理解のある方と確信をしておりますので、よろしく御推

薦くださいますようお願いを申し上げます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第７２号は、会議規則第３９条第３項の

規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７２号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第１８、議案第７２号、人権擁護委員の推薦についてを採

決します。 
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 本案は、原案のとおり適任とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり適任とされました。 

 日程第１９、議案第７３号、人権擁護委員の推薦についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、議案第７３号、人権擁護委員の推薦について、提案理由の御説

明を申し上げます。 

 平成１０年１２月より５期の長きにわたり、人権擁護委員として御尽力を

賜りました長野久美子氏の任期が、本年の１２月末日をもって満了となりま

す。 

 そこで、長野氏の後任として、沼富美子氏を法務大臣に推薦したいので、

人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものでござ

います。 

 沼氏は、平成２４年３月に、長崎県島原振興局保健部地域保健課長を最後

に長崎県庁を退職され、平成２４年度には自治会長を務めておられる方で、

そのほか住所等につきましてはお手元の議案書に記載のとおりでございます。 

 人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について深い御理解の

ある方と確信をしておりますので、よろしく御推薦いただきますようお願い

を申し上げます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第７３号は、会議規則第３９条第３項の

規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７３号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 
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 これから、日程第１９、議案第７３号、人権擁護委員の推薦についてを採

決します。 

 本案は、原案のとおり適任とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり適任とされました。 

 日程第２０、発委第５号、長与町議会基本条例を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 長与町議会改革等調査特別委員会委員長。 

議会改革等 （岩永政則議員） 

調査特別委員長  それでは、最初に議案を朗読し、提出をさせていただきます。若干、声が

かれておりますので御了解いただきたいと思います。 

 発委第５号、長与町議会基本条例 。 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１０９条第６項及び会議規則第

１４条第３項の規定により提出をいたします。平成２５年９月９日、提出者 

長与協議会改革等調査特別委員会委員長 岩永政則議員。 

 議員の皆さん方には、新たな条例制定のために、提案理由を配付いたして

おりますので御参照方をお願いをいたしたいと思います。 

 それでは、発委第５号、長与町議会基本条例につきまして、提案理由の説

明を申し上げます。 

 近年、とみに国民の町政に対するニーズも多様化し、特に私たちの地方議

会は町民にとりまして最も身近で、町民の幸せを実現する議決機関として大

きな役割を担っております。 

 議会におきましては、常に町民の視線からの施策決定に心がけ、また議員

としては日ごろからみずからの政策提言と、そのための政策立案能力の向上

に努め、町民の期待に応えていくことが求められています。 

 私たちは、このような状況、現状並びに現実を踏まえて、町民の幸せづく

りと町民に信頼される議会づくりに取り組む決意を持って長与町議会基本条

例を制定するものでございます。 

 それでは、本条例の主な内容につきまして、説明を申し上げます。 

 本条例は、前文を含め９章からなり全２１章をもって構成をいたしており

ます。 

 まず、前文では、議会と執行機関の関係、議員及び議会の役割、信頼され

る議会づくり等を規定し、末尾には、真に豊かで活力あるまちづくりを目指

すとともに、議会活動及び議会改革に真摯に取り組むことを近い、ここに長

与町議会基本条例を制定することといたしております。 

 第１章は、総則として、第２条で構成をしております。 

 第１条は、目的を規定し、本条例を定めることによりまして豊かな町民生

活の実現と町政の発展に寄与することを期待をいたしております。 

 第２条は、最高規範性として、この条例は議会における最高規範であるこ
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と、議会はこの条例を遵守し議会運営を図ること、またこの条例の趣旨に反

する条例を制定してはならないと規定をいたしました。 

 第２章は、議会及び議員の活動原則の規定として、３条で構成をしており

ます。 

 第３条は、議会の活動原則として、議会は議決機関及び監視機関として適

切な判断と責任ある活動を行うこと、町民の意見を町政に反映させるため議

決責任を深く認識すること、町民に開かれた議会の実現、積極的な情報の公

開等を規定をいたしております。 

 第４条は、議員の活動原則として、議員は町民の代表として公平性の見地

から町全体を見据えること、自己研さんに努めること等を規定をいたしてお

ります。 

 第５条は、議長及び副議長の性質について規定をいたしました。議長及び

副議長の性質に当たっては、本会議においてその職を志願する者に所信表明

の場を設けるよう規定をいたしました。 

 第３章は、町民と議会の関係として、２条で構成をいたしておりまして、

第６条は、町民と議会の関係として、この条例の特色の一つとして本会議の

ほか承認委員会、議会運営委員会、特別委員会と全ての会議を原則公開とす

ることといたしました。 

 第７条は、議会報告等を規定したもので、この条例の２つ目の特色であり

ます。第１項では、年１回以上議会報告を開催することといたしました。同

条第２項では、町民の皆様方からの要請があったときは、意見交換の場とし

て住民懇談会を開催することができる規定を設けました。 

 第４章は、議会及び議員と執行機関の関係の規定で、３条で構成をいたし

ております。 

 第８条は、議員と執行機関の関係を規定し、本条例の特色の３つ目として、

同条第２項で本会議または委員会において町長等は、これ職員も含むわけで

ございますけども、委員会は、議員から質疑または質問を受けたときは当該

議員に対し答弁に必要な範囲内で反問することができるようにいたしました。

これは少し注釈をいたしますと、町長等は議員からの質疑及び質問に対し、

許可を得て質疑、質問の趣旨や内容及び背景や根拠の確認を逆に質問ができ

ることを規定したものでございます。 

 第９条は、議会審議における論点情報の形成の規定で、提案された政策、

施策等についてその審議における論点、争点を正確にする等のために政策等

の提案に至った経緯及び理由など５点について提案者に資料の提出を求める

ことができるよう規定をいたしたものでございます。 

 第１０条は、執行機関の監視及び評価についての規定でございまして、議

会は執行機関の事務の執行が適正かつ公平にまたは効率的に行われているか

常に監視し、評価する中の規定でございます。同条第３項では、議場は町長

等が本会議の委員会において答弁した内容の経過について、文書により報告

を求めることができる規定を設けました。 

 次に、第５章は、自由討議の充実についての規定で、２条から成っており
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ます。 

 第１１条は、議員間の自由討議として議員相互の議論の規定です。 

 第１２条は、政策討論会を規定し、議会は議員間で町政に対する付託する

重要な政策及び課題に対して、党に対して施策討論会を開催することができ

るよう規定をいたしたものでございます。 

 第６章は、議会及び議会事務局の体制整備についての規定で、４条で構成

をしております。 

 第１３条は、議員研修の充実、第１４条は、議会事務局、第１５条は、広

報広聴機能の充実、第１６条は、調査機関の設置を規定し、議会としての努

力規定でございます。 

 第７章は、議員の政治倫理、身分及び待遇に関する規定で、３条で構成を

いたしました。 

 第１７条は、議員、政治倫理に関する規定で、議員としての倫理性を常に

自覚し、町民の疑惑を招くことのないよう規定したものです。第２項では、

今年３月定例会で議決されました長与町議会議員政治倫理条例の定めるとこ

ろによることとし、改めて本条例でも規定をいたしました。 

 第１８条は、議員定数に関する規定で、別途、長与町議会議員定数条例が

ございますが、第１７条同様、本条例でも規定をいたしました。 

 第１９条は、議員報酬に関する規定で、これも別途、長与町議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例がございますが、１２条と同様に本条例

でも規定をいたしました。 

 次に、第８章では、災害時の対応に関する規定でございます。 

 第２０条は、災害対応として議会としても町長等と協力し、危機管理体制

の整備に努めるとともに、議会としての活動についても規定をいたしました。 

 最後になりますが、第９章では、見直し手続を規定をいたしました。 

 第２１条では、条例は不変のものではなく常に社会情勢は変化をしていく

ところから、ふだんの評価と改善にとどめ、必要による見直しための規定で

あります。 

 最後に附則として、この条例は、公布の日から施行することといたしてお

ります。 

 逐条的になり大変長くなりましたが、どうぞ慎重審議の上、御賛同賜りま

すようよろしくお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。よろしくお

願いをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています発委第５号は、会議規則第３９条第３項の規

定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、発委第５号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから発委第５号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第２０、発委第５号、長与町議会基本条例を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 日程第２１、発委第６号、長与町議会会議規則の一部を改正する規則を議

題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 議会運営委員長。 

議会運営 （金子 恵議員） 

委 員 長  発委第６号、長与町議会会議規則の一部を改正する規則につきまして、提

案理由の説明を申し上げます。 

 本議案は、地方自治法第１０９条第６項及び会議規則第１４条第３項の規

定によるものであります。このたびの改正は、今定例会に上程され先ほど可

決いたしました長与町議会基本条例の制定に伴い、本規則におきましても所

要の改正を行うものでございます。 

 改正の内容といたしましては、まず目次につきましては、本規則第１２８

条の改正により、全員協議会を協議または調整を行うための場に改めるもの

であります。 

 次に、第５１条の改正につきましては、現状に合わせて起立を挙手に改め

るものであります。 

 次に、５１条の２の反問の許可につきましては、議会基本条例第８条また

第５１条の３の自由討議につきましては、議会基本条例第１１条の制定によ

りそれぞれ条文を加えるものでございます。 

 次に、第５９条の改正は、第５１条の３の自由討議を加えたことによる改

正であります。 

 次に、第６１条第５項の一問一答につきましては、議会基本条例第８条の

制定及び現状に合わせて項を加えるものであります。 

 次に、第６３条の改正につきましては、議会基本条例第８条の制定により、

一般質問につきましても反問ができるとなったことにより改めるものであり

ます。 
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 次に、第８１条の２の起立でないものの取り扱いにつきましては、議会基

本条例第６条の制定により条文を加えるものであります。 

 次に、第１２８条につきましては、議会基本条例第７条第１２条の制定に

より議案の審査または議会の運営等を行うため、議会に協議または調整を行

うための場を設けることができることとなったため改正するものであります。

協議の場の名称、目的、構成員、招集権者につきましては表のとおりであり

ます。 

 施行は、公布の日からといたしております。 

 以上が本議案の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申し

上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています発委第６号は、会議規則第３９条第３項の規

定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、発委第６号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから発委第６号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第２１、発委第６号、長与町議会会議規則の一部を改正す

る規則を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 日程第２２、発委第７号、長与町議会委員会条例の一部を改正する条例を

議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 議会運営委員長。 

議会運営 （金子 恵議員） 

委 員 長  発委第７号、長与町議会委員会条例の一部を改正する条例につきまして、

提案理由の説明を申し上げます。 
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 本議案は、地方自治法第９条第６項及び会議規則第１４条第３項の規定に

よるものであります。このたびの改正は、今定例会に上程され先ほど可決い

たしました長与町議会基本条例の制定に伴い、本条例におきましても所要の

改正を行うものでございます。 

 改正の内容といたしましては、まず第１４条の２の自由討議につきまして

は、議会基本条例第１１条また第１４条の３の反問につきましては、議会基

本条例第８条の制定によりそれぞれ条文を加えるものでございます。 

 次に、第１７条につきましては、議会基本条例第６条の制定により、委員

会を原則公開とすることに改めるものであります。 

 次に、第１９条につきましては、第１４条の３を加えたことにより条文を

整理するものであります。施行は公布の日からといたしております。 

 以上が本議案の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申し

上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています発委第７号は、会議規則第３９条第３項の規

定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、発委第７号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから発委第７号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第２２、発委第７号、長与町議会委員会条例の一部を改正

する条例を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 お疲れさまでした。 

                            （散会 １３時３２分） 


